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１ 目的 

    この仕様書は、令和８年度において酒田市（以下「本市」という。）が購入 

する消防小型動力ポンプ（以下「小型ポンプ」という。）２台の仕様について 

定める。 

 

２ 概要 

   小型ポンプは、火災時の過酷な使用条件において十分な安全性及び強度を有 

し、かつ耐久性及び耐食性に優れ、速やかに消火活動できるものであり、この 

仕様を十分満足し得るよう装備品等はすべて新規製品（当年度製造）で艤装す 

るものとする。 

 

３ 適合法令等 

  (1) 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和６１年１０月１５日自 

治省令第２４号）に合致していること。 

(2) ポンプは、日本消防検定協会が行う受託試験に合格したものでなければな

らない。 

 

４ 小型ポンプ及び付属品の仕様 

(1) Ｂ－３級以上（国家検定品）とする。 

(2) エンジン 40ps（30kW）以上、セルモーター付、オートチョークとする。 

 (3) 吐水口の開閉装置は、レバー式のボールコックとする。 

 (4) 吐水口の差し込みオス金具は、軽量アルミ合金製とする。 

  (5) ポンプ機能を集中管理するメーカー標準モニター装置を取り付けるものと 

  する。 

(6) 吐水口及び吸水口は、モニターの左側に取り付けるものとし、吐水口は自 

 在に向きを変えられる構造のものとする。 

(7) オイルレス真空ポンプを装備するものとする。 

(8) 分離給油・静音機構式とする。 

  (9) ポンプの動力より電気を供給し、周辺を有効に照明できる照明器具及び三 

脚装置を付属するものとする。 

(10) 付属品は、別表のとおりとする。 

 

５  文字入れ 

    小型ポンプの前面又は操作部モニター付近に「分団・部・班・集落名又は地 

区名等（記入例：６－４－１下市神）」を白色シールカッテング等により１文 

字５cm角の丸ゴシック体で貼り付けること。但し、納入機種により記入場所や 

指定の文字サイズでの記入が困難な場合は、担当課と協議すること。 
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 ６ 艤装 

(1) 購入する小型ポンプ２台は、既存の手引き台車に積載（場合によってはレ 

 ール改修が必要）する。 

(2) 艤装に要する費用を見積もるのに、既存の手引き台車の確認が必要な場合 

 は、本市と日程調整等をして確認ができることとする。 

(3) 艤装については、事前に本市の承認を得てから行うこととする。 

 

７ 配備対象 

  (1) 酒田市消防団 第７分団第３部第１班（落野目・新渡） 

※軽積載車用（既存の小型ポンプは平成１２年式シバウラ SF655MG B3級） 

   (2) 酒田市消防団 第１３分団第６部第１班（吉田新田） 

※資機材搬送車（軽トラック）のためレール改修は不要 

                                 

８ 検査 

   検査は、納入時の完成検査とする。 

 (1) 本市が立会いの上、次の項目について実施する。 

   ① 本体の検査（性能検査を含む） 

   ② 艤装の検査 

   ③ 付属品 

   ④ その他本市が指示するもの 

 (2) 提出書類 

    ① 小型ポンプ（前後左右）及び付属品等の写真    １部 

 ② 小型ポンプ取扱い説明書        納入台数＋１部 

    ③ 小型ポンプ性能試験成績表            １部 

    ④ 日本消防検定協会鑑定合格証の写し        １部 

    ⑤ パーツリスト                  １部 

   ⑥ 納品内訳書                        １部 

 

９ 納入 

(1)納入場所  酒田市本町二丁目２番４５号 酒田市役所 

(2)納入期限  令和９年３月２６日（金） 

 

１０ 費用等 

   納入に至るまでの資機材等に対する技術指導者の派遣、検査及び故障修理、 

既存車両に積載するためのレール改修等に要した費用の一切は、受注者の負担 

とし、入札金額に含むこと。 
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１１ 保証等 

   艤装の保証期間は、納入時から２４か月とし、取付品、付属品については、 

各メーカーが定めた期間とする。但し設計不良、工作不良、材質不良に起因す 

る故障・不具合の場合は、保証期間終了後においても無償とし、修理又は交換 

等の改善策を施すものとする。 

 

１２ その他 

(1) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議 

し承認を受けるものとする。 

 (2) 受注者は、納入の際に消防団員に取扱説明及び保守管理等の技術指導を行 

うものとする。 

 

 

 

 

担当課 

       〒998-8540山形県酒田市本町二丁目２番４５号 

       酒田市総務部危機管理課 地域防災係 菊池 正弘 

       ＴＥＬ：０２３４－４３－８７０６ 

       ＦＡＸ：０２３４－２６－３６８８ 
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（別表） 

［付属品明細書］ 

番号 品    名 数量 仕  様  ・  規  格 

１ 吸管 １個 軽量ソフト吸管 φ75×6m 

２ 吸管ストレーナー １個 φ75プラスチック製 

３ 吸管ちりよけ籠 １個 φ75プラスチック製 

４ 吸管まくら木 １個 樹脂製、ワンタッチ式 

５ 吸管ロープ １本 15m（φ10㎜） 

６ 消火栓用媒介金具 １個 75mmネジメス×65mm差込メス、ハンドル付き 

７ 消火栓開閉金具 １個 地上万能式（三角×四角タイプ） 

８ 65㎜消防ホース ３本 1.3Mpa／町野式 

９ 管そう １個 YONE PP65A､EXS標準型 

１０ 噴霧ノズル １個 YONE プロコンペ SHUN NV-65PCX・S 

１１ とび口 １本 長さ 1.8ｍ 

１２ ガソリン用携行缶 １個 容量 10ℓ消防法・UN規格適合品 

１３ ポンプ工具 １式 メーカー標準仕様品 

１４ バッテリー充電器 １個 メーカー標準仕様品（全自動電子バッテリー

管理器又は純正付属品で満充電自動切替えの

できるもの） 

１５ 照明器具 １式 メーカー標準仕様品（三脚装置付） 

１６ 圧力制御板 １個 メーカー標準仕様品 

１７ 工具 １式 ポンプ整備用（収納箱付） 

１８ ホース漏水バンド ２個 65mmホース対応品 

１９ 

２０ 

ヘッドライト 

シリコンバンド 

(ヘッドライト用) 

５個 

５個 

GENTOS VA-05D 

GENTOS SS020 

※上記の明細書は、小型ポンプ１台当たりの付属品とする。（同等品以上） 


